
国立大学法人弘前大学物品・役務等契約監視委員会議事概要 

 

開催日及び場所 
令和８年２月１７日（火） 

弘前大学事務局１階財務部ミーティングルーム 

委 員 

委 員 長 

委 員 

委 員 

加 藤 恵 吉 

三 上 雅 通 

岡 井  眞 

（法人内部監査室長） 

（弁護士） 

（公認会計士・税理士） 

審査対象期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

審議案件 ４件   

 一般競争入札（最低価格方式） １件   

 一般競争入札（総合評価方式） １件   

 指名競争入札 ０件   

 随 意 契 約 ２件   

委員からの意見・質問及び 

それらに対する回答 
別紙のとおり 

委員会による意見の具中 

又は勧告の内容 
特になし 

その他 なし 

 



別紙 

 

審議１：研究データ管理ストレージ 一式 

    【一般競争入札（最低価格落札方式）】 

意見・質問 回答 

○こちらのストレージはすでに共有

されているのか。 

 

 

 

 

○共有している。令和６年度に納品され、令和７

年度当初から設定等を始め、12 月に全学に対して

FD を実施した。現在、実際の使い方等を踏まえ

て試行しながら改修しているところである。 

○有形固定資産、無形固定資産どちら

になるのか。 

 

 

○有形固定資産となる。契約は、サーバーの購入

になり、サービスについては別の契約となる。 

○仕様書の「性能、機能以外に関する

要件」に「機器の据付、調整等につい

ては、ネットワーク運用停止期間を最

小限にする等、既存ネットワークシス

テムに支障がないよう配慮し計画的

に行うこと。」とあるが、サービスを

円滑に進めるまでの設定を納入業者

が行うのか。又は、据え付けるだけで

終わるのか。 

 

 

○サーバーをネットワークに接続し、正常に稼働

するまでの設定を行う。 

○ネットワークの中には立ち入らず、

データを見られないということか。 

 

 

○そのとおり。 

○保存されている重要な資料等のデ

ータが抜き取られる可能性はないの

か気がかりであったが、ありえないと

いうことか。 

 

 

○そのとおり。 

○サーバーの物理的な大きさはどの

くらいか。 

○サーバー以外に UPS 装置等の機器も含まれて

いるため、大型のラックを購入し、ラックの中に

機器を設置している。 



 

 

○メーカーは決まっているのか。 ○メーカーは指定していない。仕様内容で機能を

求め、それに合致するサーバーであればどのメー

カーでも可としている。 

 

 

○当該落札業者が、仕様を設定したと

いうことか。 

 

 

○落札業者が、本学が提示した仕様と合致するメ

ーカーの機器を調達し応札してきた。 

○応札してきたのは一社だけなのか。 ○全国の数十大学が「オープンアクセス加速化事

業」に採択された。各大学とも目的が似通ってお

りストレージの調達が多数あり、対応できる業者

が分散されてしまった。このことから応札業者が

減ったのではないかと推察している。 

 

 

○保守・点検は別に払うのか。 

 

 

○そのとおり。 

○償却期間は何年になるのか。 

 

 

○償却期間は５年となる。 

○予定価格は税抜き、税込みどちら

か。 

○予定価格は税込み、入札書比較価格は税抜きと

なる。 

 

 

○ストレージの購入を希望している

大学があるとのことだが、各大学によ

り仕様書は異なるのか。 

 

○そのとおり。 

 



審議２：医療画像統合診断支援システム賃貸借 一式 

    【一般競争入札（総合評価落札方式）】 

意見・質問 回答 

○平成 30年 3 月に配備されたシステ

ムの更新とのことだが、この時と同じ

応札業者ではないのか。 

 

○本件は応札業者との間にリース会社が入って

おり３者契約である。平成 30 年に配備した際も

同様に３者契約であり、リース会社から借りてい

る契約である。 

 

 

○従前契約している業者のほうが、新

たに契約更新するとしても、内容を理

解している等の理由から安価になる

ことはないのか。 

 

 

○安価になることはない。システム一式で契約し

ているが、複数のシステムが含まれていることか

ら、ソフトのバージョンアップ、システムを構築

するパソコンの増台、サーバーの増台等が必要と

なる場合がある。その他に、各システムの保守が

含まれており、保守に係る経費のうち人件費が高

騰していることから安価になることはない。 

 

 

○賃貸借契約期間内にソフトのバー

ションアップ等や保守が必要となっ

た場合はそれらに合わせ対応され、契

約締結時の内容を維持するわけでは

ないということか。 

 

○そのとおり。医療の進歩に見合った内容のシス

テム更新が必要になるので、まったく同じ内容で

の更新はない。診療に係る画像や動画が増えてお

り、サーバーに負荷がかかるため、それに対応す

るため新たなシステムの構築が必要となること

がある。 

 

 

○契約名のシステムとはソフトのこ

とか。 

 

 

○ソフトとハード一式である。 

○賃貸借契約の期間は何年間か。 

 

 

○６年である。 

○オペレーティングリースではなく、

ファイナンシャルリースということ

か。 

 

○そのとおり。途中解約できない契約とのこと

で、契約当初はファイナンシャルリースの契約を

していた。 

 

 

○一社応札だが、この業者しか対応で ○資料提供招請の公告をした際は、何社か連絡が



きないとのことか。 あったが、入札公告の際は、応札は一社だけであ

った。公告しており、決して排除しているわけで

はない。 

 

 

○ソフトのリース等においては、のっ

とりなどの心配はないのか。 

 

 

○厚生労働省からサイバーセキュリティに係る

指針が出ており、リースや購入する場合、個人情

報に直接繋がるようなシステムについては、セキ

ュリティを確保している旨の証明をさせたうえ

で、応札させている。 

 

 

 



審議３：弘前大学基礎校舎等昇降機設備保全業務（令和７年度～令和９年度） 

    【随意契約】 

意見・質問 回答 

○昇降機にはエスカレーターも含ま

れているのか。 

○含まれている。仕様書の昇降機設備番号の⑳と 

㉑がエスカレーターである。 

 

 

○設置年月日が様々であるが、㉝～㊸

は令和５年３月と最近である。購入時

に保守を含めることは難しいのか。 

 

 

○㉝～㊸は附属病院の入院棟東を新営した際に

設置したエレベーターである。建築工事に含まれ

るため、本学から建築業者にメーカーを指定して

いるのではなく、建築業者がメーカーを決め設置

している。そのことから、保守は別契約となる。 

 

 

○建築に関しては通常そのようなも

のなのか。 

 

○以前はエレベーター単体で工事の入札として

いた時代もあったが、今は、建物に附帯するもの

であれば、建築工事に含め入札するのが主流にな

っている。 

 

 

○メンテナンスは同じエレベーター

のメーカーに依頼するしかないのか。 

 

 

○メンテナンスはそのメーカーにしかできない

ので、継続的に同じメーカーに依頼することとな

る。 

 

 



審議４：Ｘ線ＣＴ装置保守 一式 

    【随意契約】 

意見・質問 回答 

○Ｘ線装置、ＣＴ装置を購入する際は

競争入札か。 

 

 

○そのとおり。 

○契約締結後、保守は何回か実施して

いるのか。 

 

 

○購入時期が異なる機器をまとめて保守契約し

たため、保守の時期は異なる。購入時期は、令和

４年と令和５年。X 線装置の管球は消耗品で高額

である。この保守契約は管球の交換を含んだフル

メンテナンスとなっているため契約額が高額と

なっている。 

 

 

○競争入札でＸ線装置やＣＴ装置を

購入する際に、保守も含めて購入する

のは難しいのか。 

 

 

○機種によっては保守がついているものもある。

しかし、後から条件のいい保守が出てくるためそ

れを見越して別契約としている。 

○保守一式とはどれくらいの期間を

見込んでいるのか。 

 

 

○５年である。 

 

 




